
「ソーシャルメディア
公認アカウント利用申
請書」の作成

公認アカウントの申請から認定・運用までの流れ

◆管理責任者 ◆広報企画委員会

審議

ソーシャルメ
ディア公認ア
カウト利用申
請書

承認通知書

◆学 長

承認決定

承認通知

大学ホームページ
の「公認アカウン
ト一覧」へ掲載

◆日常運用者

ソーシャルメディア
を利用して情報発信

（各部署の長）

総務課へ提出

審議内容を報告

本学の定める以下のガイドライン等のほか、当該ソーシャルメディア

サービスで定めるルールを遵守すること。

(1) 旭川医科大学ソーシャルメディア利用ガイドライン

(2) 旭川医科大学広報活動の基本方針

(3) 旭川医科大学におけるSNS大学公式アカウントの運用ポリシー

（各部署の運用担当者）

管理・監督

（参考）

【対象】
・広報のために利用するソーシャルメディアのアカウントで、部局等が組織として運用するものを対象とする。
・学生団体が運用するものや教職員が個人で運用するものは対象としない。
・診療など広報以外の目的で利用するアカウントは対象としない。


